
No. 573/April 200862

座談会

派遣労働をめぐって

　 

特
集 

　
　

『
通
説
』
を
検
証
す
る

法政大学
法学部教授

浜村 彰

株式会社パソナグループ
代表取締役グループ代表

南部靖之

一橋大学大学院
商学研究科教授

守島基博



は じ め に

守島 本日のテーマは ｢派遣労働をめぐって｣ です｡

派遣労働については, 働き方の大変革だと言われる

こともあれば, また逆に不安定雇用を促進するという

批判もあり, 様々な議論が存在していますが, 今日は

南部さんには経営者というお立場から, また浜村さん

には法学者というそれぞれのお立場からお話をいただ

き, どちらかに偏った見方ではないリアリスティック

なあり方を提示していけたらと思います｡

＊雇用形態多様化の背景にあるもの

南部 少し余談にはなりますが, 先日 8 人くらい

の女性がうちの会社に登録をしたいということでいらっ

しゃいました｡ どういう方たちかというと, 平均年齢

は 50 歳前後｡ 弁護士, 会計士, 外資系金融アナリス

トといったこれまでばりばり働いてこられた方たちな

のですが, それがみんな会社をやめてこられた｡ 実は

この弁護士の方は以前から派遣労働に批判的な方だっ

たので, 私も驚いたのですが, 何故今回そういうこと

になったのかというと, 親の介護などでこれまでのよ

うにきつい働き方を続けることが難しくなったからと

いうことだったのです｡ このことで思ったのは, これ

からはやはり働き方にも色々な仕組みをつくっていか

ないといけないということです｡ この 8人の女性だけ

の問題ではない｡ それは女性だけではなくて, 男性も

同じです｡

守島 介護だけではなくて, 人生には様々なイベン

トが常に起こりますから, 何かあったときにやはり働

き方の柔軟性がないといけないと｡ 派遣にしても, そ

のほかの雇用形態にしても, 新しい働き方というもの

が, 今おっしゃったような問題というものをすべて解

決はしないにしても, 多少なりとも問題性を少なくし

ていけるかですね｡

南部 そうですね｡ みんなが一流大学を出て, 良い

雇用が保障されるわけではありません｡ 例えば地方に

は大会社なんてほとんどない｡ 新卒社員がふと自分の

横を見たら, 自分の親くらいの年代の先輩が座ってい

て, 給料もほとんど変わらないというような状況があ

るわけです｡ こういういわば弱い立場にある労働者の

状況はやはり変えていく必要がある｡

守島 弱い立場にある労働者の保護というのは労働

法が目的としてきたところであるわけですが, 浜村先

生いかがでしょう｡

浜村 格差社会の広がりについては色々な議論があ

りますが, この間仕事で地方に行ったときに, コンビ

ニもなく見かけた人もお年寄りばかりで若い人がほと

んどいない｡ やはり働く場がないのだなとあらためて

実感しました｡ 働く現場を見ても, 昔なら普通に享受

できていた生活すらも営めない労働者がかなり増えて

います｡ 仕事がない, あっても人並みの生活ができな

い仕事しかないという現状は, 働き方の多様化で括れ

ない深刻な問題だと思います｡

守島 ただ, こういう言う方をすると労働法の先生

には怒られるかもしれませんが, 今の労働法の労働者

保護の体系が逆に働けない人を生んでいるという議論

もありますよね｡ つまり法によって正社員が強く保護

されすぎているために, 逆に非正社員が弱い立場にな

らざるを得ないと｡ 経済学的に言うと正社員がレント

を持っていってしまうので, 非正社員は給与的な面だ

けでなく, その他の様々な待遇面も下がっていくと｡

浜村 たしかに正社員が一定の生活水準を享受する

ことを前提として, 非正社員がその下支えの労働力に

なっているという二重構造は昔からありましたし, こ

れまでの労働法制が正社員の雇用と利益を守ることに

傾倒していて, パートや派遣労働者といった非正社員

についての法的規制が貧弱であったがゆえに, こうし

た問題を生み出してきたという議論が出てくるのは当

然だと思います｡

ただ, 労働法学としては, 常用雇用が原則であると

いう立場に立ちながら, パート, 派遣, 契約社員といっ

た非正規の雇用形態が広がる中で, そうした労働者た

ちの処遇や生活のあり方も問題にしてきたことも確か

です｡

南部 でも常用雇用を中心にして政策を立てる以上,

そこにはやはり選択の自由がないのではないか｡ それ

に合わない人たちはどうなるのか｡ 雇用形態が多様化

している今, そこはどうしても問題になってくると思

います｡

それともう一つ私が問題だと思うのは, 日本がまだ

あまりにも男社会だということです｡ 私はアメリカに

住んでいたことがあり, 香港やシンガポールにもよく

行くのでその経験から思うのですが, 海外には働く女

性をサポートする仕組みが色々あるのに比べて, 日本

にはそれが少ない｡ 女性が働くということがまだまだ

大変です｡
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だから, あらゆるものを大きく改革していかないと,

雇用の問題についても, 正しいか, 正しくないかは別

としてこれからの新しい経済の発展にグローバルで立

ち向かえないと思うのです｡

それから正社員化を進めているといっても, 実態は

ひどいところもあるように思います｡ ある企業では

1000 名近く採用するけれど, 9 割近くがやめるのだと

ききました｡ その会社のトップは根性のない学生がい

けないと言っているそうなのですが, 果たしてそうな

のか｡ 昔は 1人採用するのにでも, 一生会社が面倒を

みるつもりで, 5 次くらいまでの丁寧な面談をしてい

た｡ それが, 今は大量に採用して, 景気が悪くなった

らすっぱりやめてもらう｡ そんなことでいいのかと思

います｡

だからこれからは問題一つひとつに個別に対応する

というようなことではなくて, 民間も官僚も政治も一

丸となって, 社会全体の意識を一気に変えて新しい仕

組みを作っていかなければいけない｡

そうしないと一億総貧乏時代がやってきかねないと

いうのが私の実感です｡

＊｢派遣｣ という働き方

浜村 就労形態が多様化している中で, 派遣労働

も大きなテーマとしてこれまでいろいろな形で論議さ

れています｡ 賛否両論ある中で, 従来の議論としては

先ほど守島さんがおっしゃったように, 労働法学の立

場からは派遣は悪玉だというような議論をしてきたと

いう印象があると思います｡ しかし, 私自身はやはり

2面性があると考えています｡ つまりもともと正社員

として働きたいけれど, 実際そういう機会がないので

やむなく派遣で働くという人と, もともと派遣という

形態で就労したいという人の両方がいると｡ 年齢, 性

別, 能力・知識などに応じてニーズも多様です｡

ただ問題なのは, 今は派遣で働いているけれど, 将

来はスキルアップして正社員の道に行きたいという人

と, いや, 派遣のまま働いて, 一つの企業に寄りかか

らないで, 自分の汎用的な職業能力を高めたいという

人のニーズをそれぞれきちんと受けとめて良好な雇用

環境を保障する仕組みなり, 制度になっているのかと

いうと, そこが決定的に欠けていると思います｡

つまり正社員志向の人も, ずっと派遣でという人も,

派遣という働き方が自分の職業能力の形成と良好な雇

用機会の獲得につながって, 将来のキャリア形成に希

望を持てるような働き方になっていれば, 派遣という

働き方はあながち悪くないのです｡ その意味で, 労働

者派遣という働き方を選択するモチベーションは多様

であっても, 派遣法の制度設計に関して基本的にある

べき姿としてはそんなに大きな差はないんじゃないか

と思います｡

これから内部労働市場がどんどん縮小して, 外部労

働市場が果たす役割がどんどん大きくなってきますが,

日本の外部労働市場は, あまりきちんと整備されてい

ない｡ また労働経済学者の先生も内部労働市場論ばか

りを議論していて, 外部労働市場についてはあまり議

論してこなかったという面もあるように思います｡

守島 確かにあまりやっていませんね｡

浜村 南部さんがおっしゃったように, 全体のメカ

ニズムのあり方を根本から考えなおす形で, 派遣もそ

の中に位置づけて議論するべきじゃないかなと思いま

す｡

南部 昔はみんな朝から晩まで一生懸命頑張って働

いていましたよね｡ それがだんだん豊かになって働く

ことに対する価値観も変わって来る中で, 労働に差別

化が生じてしまった｡ つまり汗水流して働くような労

働が評価されなくなってしまって, 楽にすぐ高収入を

得られるような仕事ばかりが認められる｡ 働くという

ことについての尊さの意識を国民みんなで持たなけれ

ば, 労働観というものがますます偏った方向にいって

しまうのではないでしょうか｡

浜村 今のお話には共感します｡ 派遣や請負でも,

それが将来新しい道にステップアップするためのワン

ステージだと考えられれば労働者も頑張れると思うの

です｡ ところが, 実際にはそうなっていない｡ 特に地

方では, 請負とかいわゆる日雇い派遣といった仕事し

かなくて, そこで働いても自分の将来の職業キャリア

やどういう職業人生を送っていけるのかという点につ

いて希望を持てないのです｡ そこに固定化されてしまっ

て, 働くことについての満足とか, 希望を持てない状

況が構造化しているのです｡ いくら雇用形態の多様化

といってもそういった固定化をもたらすような仕組み

があるのであれば, その制度の欠陥について考えてい

かなくてはいけない｡

特に若年労働者については, 働きながら職業人とし

てのキャリアを積み上げることができるという希望を

持てるような働き方を保障することが大事ですし, ま

た今後は労働力不足の時代となりますから, 高齢者や
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女性労働者も活用しなくてはいけません｡ 派遣という

のは, そういう人たちにもフィットした就労形態とし

て位置づけられるようなものにしなければならないと

思います｡

南部 私が派遣事業を始めたのは, まず第一には,

大学卒業をひかえて就職活動をしていくうちに, 人に

雇われる人生でいいのかという思いが強くなり, 自分

で起業を目指すようになったからです｡ ではなぜ ｢派

遣｣ だったのかというと, 自分も就職活動をしている

中で, 働く現場の格差に気がついたからです｡ 例えば

当時の女子大生の就職率は 16％, つまり 10 人に 1.6

人です｡ しかも難関を突破して入っても給料は低く,

ほとんど昇給・昇格もない｡ 結婚や出産で一度やめて

しまえば, 後はアルバイトやパートしかない｡ また勤

務先による教育や福利厚生の格差もありました｡ 同じ

仕事をしていても, 正社員とパートやアルバイトの間

には収入でも待遇でもはっきりとした格差がある｡ 同

じ人が, 同じ場所で, 同じように働いてるのに, これ

はおかしいではないかと｡ そこで私は自分で格差をな

くそうと思ったわけです｡

ですから, パソナの時間給は年俸を労働時間で割っ

たものにしていて, 正社員より高い場合すらあります

し, 福利厚生制度についても充実させるようにしてい

ます｡

最近は派遣会社も増えて, 色々な問題も出てきてい

ますが, 私自身は 30 年間かけて少しずつですが, 格

差を縮めるように努力してきました｡

でも, 世の中全体をみるとまだまだそうではない部

分が多いように思います｡ 相変わらず大企業の男性正

社員中心の仕組みになっていて, これからの若者だと

か, 全体の労働についてまだまだ考えられていない｡

例えばアメリカではインディペンデント・コントラク

ター, つまり独立個人事業主を増やしたいということ

で, 税制を含む様々な社会インフラを整備しているけ

れど, 日本にはそうしたものもない｡ 企業に属して働

くのが一番有利な仕組みのままです｡

働く者は色々な価値観を持った多様な人々なのです

から, 国の労働者保護政策はそういうところに目配り

したものでなくてはならないし, 大企業もそうした観

点を持たなくてはならない｡

働く人たちはもっと声を上げていいと思います｡

守島 そういう意味で言うと南部さんが目指してこ

られた ｢派遣｣ というのは, イメージとしては, 働き

方の改革, つまり労働者をエンパワーするものという

ことですね｡

＊偽装請負問題

浜村 南部さんは 30 年かけて女性派遣労働者の労

働条件, 賃金について格差を縮める努力をされてこら

れたというお話でしたが, 派遣はそういう形で機能す

れば, 存在意義があると思います｡ ただ問題は, 最近

はパソナさんのようないわゆる老舗の派遣会社と違う,

新興企業も出てきて, そこではまさに労働者を商品と

して売り買いするかのような使い方をしています｡

南部 私は 1日派遣のような派遣はなくすべきだと

思っていますから, 今回問題になっている派遣会社は

確かにひどいと思います｡ ただかばうわけではないの

ですが, 派遣会社だけが悪いといっていいのでしょう

か｡ 今回問題になった偽装請負ですが, ああいう形態

の働き方は実際には戦前どころか明治時代からあって,

昔から現場では行われていたものなのです｡ それが法

律ができて, これは請負ではなく, 派遣だということ

になったために, 違法だということになってしまった

わけです｡ 働く現場では色々な状況が想定されるのに,

国家があまり規制をかけることはかえって働きやすさ

を阻害するのではという危惧がありますね｡

浜村 請負という働き方は, 昔から構内下請けとい

うような形でずっとありました｡ これについては, 派

遣法ができる前の段階では, 職業安定法 44 条の労働

者供給事業として, 一応請負の形態を取りながらも受

注先が労働者を受け入れて, その指揮命令のもとに就

労させた場合については, 労働者供給に当たるという

ことで, 職安法施行規則 4条で区分基準を設けて, 請

負に該当しないものについては労働者供給事業として

罰するという建前を持っていました｡ 実際は, 摘発は

ほとんどなされませんでしたが｡

そういった偽装請負について, これまでの判例上は,

いわゆる実質的に受入先企業が労働者を指揮命令して

就労させている場合には, 受入先企業と労働者との間

に労働契約関係が成立する場合があるんだという議論

があったのですが, 派遣法ができてからは, 自ら雇用

する労働者を発注先に送って, その指揮命令の下で就

労させるものについては, 労働者供給事業から抜き出

して労働者派遣として合法化しました｡ そして, それ

以降は, いわゆる偽装請負というのは労働者供給事業

じゃなくて派遣法上の労働者派遣に該当するとして,
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派遣法の取り締まりのもとに置いたわけです｡ そして

2003 年に製造業務が解禁されてから, 工場にも派遣

労働者がどっと入ることになったわけですが, その是

非はともかく, 行政上の取り締まりの仕方としては,

労働省告示 37 号に基づいて請負でも実質的に労働者

派遣に当たるものは派遣法の規制の下で, 本来の請負

の形にするか, もしくは労働者派遣として適正化する

か, という行政指導をしてきたわけです｡

その意味では, これまでの法的規制の仕方は, 必ず

しも不意打ちだとは思っていないのですが｡

＊個人請負

南部 ただ工場などであれば請負契約も可能だと

思いますが, IT 技術者のような人の場合はどうなる

のでしょうか｡ 派遣 SE に指示することをあらかじめ

契約で明記するというようなことは不可能です｡

それから例えば私の秘書が優秀でもっと給料をあげ

たいけれど, 社内には給与規程があって特別扱いでき

ないから, 独立させて個人事業主として報酬を払おう

とすると, 秘書は私の指示で動くことになるから偽装

請負になってしまうわけです｡ これでは個人が独立し

て働くということが非常に困難になります｡ そういう

意味で今回の法的な仕組みは, 働く側の観点から見れ

ば使いにくいものになっていると思います｡

浜村 請負, いわゆる個人請負も含めて, 請負と派

遣の区分, あるいは独立自営業者と労働者の区分とい

うのは今おっしゃったように非常にあいまいで, 現場

からすると非常に説得力がないという話は確かによく

ききます｡ 特に請負と派遣の場合についていえば, 本

来の請負の場合は, 労働者に何か問題が起きたときに

は, 法的責任は請負人が負い, 発注者は一切使用者と

しての法的責任を負わない, これに対して, 派遣の場

合には, 派遣先が実際に労働者に指揮命令して就労さ

せているから, その限りでの使用者としての法的責任

を負うべきだとして, 派遣元と派遣先との間で使用者

責任を分配するという形になっています｡

問題は, 請負といいながら実際には細かな指示をし

て, 派遣と異ならない使い方をしながら, 請負という

形式の名のもとに使用者としての責任を一切とらない

ような発注者がいる｡ その場合には, 使用者としての

責任をとってもらわなければいけないというのが従来

の手法でした｡

ただ, 問題はそのときに, 一切指示をしてはいけな

いとか, 少しでも指示をしたらそれは全部派遣になっ

て, 派遣先使用者としての責任を負えというふうになっ

ているかというと, そうでない部分があります｡ いわ

ゆる業務指示書みたいなのを出して, ある程度の大枠

の指示はしてもよろしいということも, 実際には認め

られているわけです｡

ですから, 実際上は, 法律実務や行政実務上の取り

扱いとして, 何が何でも一切指示はだめ, 少しでも指

示したら派遣だというような厳しい規制をしているわ

けではありません｡

南部 個人請負については, そうした柔軟な対応は

確かに現状とられているとは思いますし, 今後もそう

していかないとやっていけないと思います｡ あとは税

制や社会保険といった社会基盤の整備が問題になって

くるのでしょうね｡

浜村 本来は, 請負人側が使用者責任をきちんと負

えるような, 事業主体としての独立性を持ってくれて

いればいいんですよね｡

南部 そうですね｡

浜村 でも実際には受注先に丸投げしてしまって,

発注元がきちんと責任を負わないという現状があるか

ら, やはり問題です｡

南部 誰もが必ずしも正社員としての働き方を望む

わけではないと思うのです｡ 自分の夢に対して挑戦し

たい, 会社をつくって独立したいという, そういう人

もたくさんいますし, 子育てや介護の事情でフルタイ

ムでは働けない｡ そういう人たち誰もが自分の好きな

時間帯に, 好きな条件で, 好きな仕事が選べるように,

社会的なインフラを整備していく必要があると思って

います｡ 現状の仕組みはそうした様々な立場の人に配

慮したものになっていません｡

浜村 そうした形で多様な就労ニーズに応えるため

に, あるいは柔軟な働き方が実現するような形で労働

市場の流動化を進めるとした場合, 今おっしゃったよ

うに, 同じ働く者としての公平な処遇を確保する必要

がありますね｡

南部 そうですよね｡

浜村 いわゆる均等待遇や同一労働同一賃金の原則

について, 昔は法律論として議論しようとしても, そ

れは法原理ではないと言われたりしてなかなか難しかっ

た｡ 南部さんがおっしゃったように, 年功的な賃金制

度と終身雇用制度を前提とした賃金体系を前提とする

限りは, 同一の仕事についての均等待遇はなかなか難
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しかった｡ 賃金の決め方が, その職務とかジョブでは

なくて, 労働者の年齢とか勤続年数といった属性によっ

て決まってくるからです｡

でも雇用が流動化して, 多様な働き方をする労働者

が明るい将来を夢見て働き続けることができるような

仕組みをつくろうとするならば, そうした働き方に応

じた利益の公平な分配を図るようなシステムをつくっ

ていくことが必要になります｡

最近はむしろ労働経済学者の方のほうが均等待遇を

実現するべきだということを積極的におっしゃってい

ますが, 本来の意味での労働市場の流動化や働き方の

多様化を実現しようとするのであれば, 均等待遇とい

う部分のフォローがかかせないと思います｡

守島 そうですね｡ 労働市場が活発化するためには

賃金の決め方もある程度, 外部労働市場をにらんだ形

にしていかなくてはいけない｡

南部 雇用のビッグバンですよね｡ 企業の外だけじゃ

なくて, 国外も想定すると｡

＊派遣労働者と正社員の違い

浜村 派遣という働き方にはまだどうしても正社

員に比べると劣位の地位にあるものというイメージが

ありますから, ほんとうに市民権を得て, 通常の正社

員と同じようなきちんとした働き方として世間的に認

知されるためには, まずこれを払拭することが大事だ

と思います｡

南部 実は私は派遣は正社員だと思っているのです｡

浜村 登録型もですか｡

南部 登録型もです｡ なぜかといえば答えは簡単で,

年金も社会保険もすべて払っているからです｡ でも最

近話題になっている日雇い派遣, あれは社会的保障が

全くありませんからこれは違う｡ ですから, 派遣にも

二つあると思っていただきたいのです｡

それでは私のいう派遣の場合ですが, 正規雇用者と

どこが違うのか｡ それは派遣には選ぶ自由があるとい

うことです｡ 正社員は結局 ｢就社｣ しているわけなの

で, 勤務地も上司も自分で選ぶことはできないし, サー

ビス残業も拒否できない｡ 一部の大企業はまだいいで

すが, 日本の企業は大半が中小企業でこういったとこ

ろの勤務条件は本当に苛酷です｡ 月に 100 時間近くも

サービス残業をさせられたり, もちろん福利厚生施設

もありませんし, 産業医もいないと｡

ところが派遣の場合はきちんとした給与体系ですべ

てが守られていて, 自分で企業を選ぶことができるの

です｡

守島 そうなんですね｡ ただ, 労働市場全体を見る

と南部さんがやっていらっしゃるような, ある意味で

は ｢良い派遣｣ というかレベルの高い派遣と, そうで

はない派遣というのが混在しているわけです｡ そのあ

たりをどうしていくかというのが今後の大きな問題だ

と思います｡

南部 そこが本当に問題です｡ ですから, 私は非正

規・正規の格差問題にとどまらず, 大企業と中小企業

の格差, 地方間格差も含めて, 国なり何なりのきちん

とした機関がこうした点を明らかにしていく必要があ

ると考えています｡

守島 そうですね｡

浜村 今までは雇用の安定性という観点から, 正規

というのはいわゆる大企業に勤めている無期雇用でフ

ルタイムの労働者を念頭に置き, それを日本の労働者

の典型としてきた｡ それに該当しない有期で賃金も時

給で安いものは非正規という区分をしてきました｡ 社

会保険に加入しているか, 加入していないかという基

準はあまり使ってこなかったと思いますが, 要するに

南部さんがおっしゃりたいことは, これだけ働き方が

多様化する中で従来の非正規・正規という区分では,

区分しきれない働き方が出てきているだろうというこ

とですね｡ つまり社会保険等にきちんと加入させて,

なおかつ様々な企業に派遣されて働くということ, そ

して様々な企業で渡り歩きながら雇用が継続して確保

されるならば, これはもう非正規という区分は必要な

いだろうと｡

確かに南部さんがおっしゃるような福利厚生も充実

していて, 社会保険にもきちんと加入しているのであ

れば, そうした区分も見直すべきかもしれません｡ た

だ, 社会的イメージとしては, やはり南部さんの会社

ばかりじゃないですからね｡

南部 派遣業界はほんの 3, 4 年前までは業界売上

が 3兆円程度だったのが, 今では 5兆 4000 億円です｡

たった 3年間で｡ 新しく派遣会社ができているように

も言われていますが, それは違う｡ もともといた色々

な請負業者が認可申請を出して, それで一気に業界規

模が大きくなったのだと思います｡

＊労働市場の流動化と企業内人材育成

守島 労働市場が流動化して, 派遣や契約社員と

座談会 派遣労働をめぐって
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いった企業を移っていく非正規の雇用形態が一般的に

なった場合, ひとつ大きく問題になるのが人材育成を

どうするのか, 誰がそれを担当するのかということで

す｡ もちろん自分でという議論もあるのでしょうが,

そのあたりはいかがでしょうか｡

南部 私はまず, 国が中学までの義務教育の間に,

職業訓練の基礎教育をするべきだと思っているのです

が, それは単に知識をおしつけるようなものではなく,

将来どういった職業についても通用する基本的な職業

能力が身につくようなものにすると｡

そうして実際に企業に就職した際には, この基本的

な職業能力へのプラスアルファとして, その企業ごと

のスキルを身につけていけばいいわけです｡ こうした

仕組みを社会としてつくっていく必要があると思いま

す｡

最近, ゆとり教育について見直しの議論がありまし

たが, 私はそれには少し疑問があります｡ これまで同

一のものさしで, 一つの価値観しか認めていなかった

教育の場で, 多様性をみとめようとしたということで,

良かったのではないでしょうか｡ むしろ学校だけでは

なく, 企業内でもゆとり教育が大事だと思いますね｡

それからもう少し言いますと, 社会全体ではまだま

だ数字とか成績で判断する風潮がありますよね｡ 100

点をとると偉いとか, いい大学を出ていると就職しや

すいとか｡ 個々人の個性が評価される仕組みになって

いません｡ こうしたことを変えていくためには, 学校

でも企業でも多様性を認めるような教育をしていくべ

きではないでしょうか｡ 入試などなくしてしまっても

いいかもしれません (笑)｡

浜村 派遣の職業訓練教育に関して少し感じている

ことをお話ししますと, 先ほど言ったように労働者派

遣が良質な労働市場の担い手として, 労働力の円滑な

再配分の機能を発揮するためには, やはり派遣元が送

り出す派遣労働者についてきちんと教育訓練をするこ

とが大前提だと思います｡ 1985 年に派遣法が制定さ

れたときは, いわゆる専門的な知識, 経験を持つ即戦

力としての人材の需給調整手段として労働者派遣を導

入しようというのがその出発点でした｡ 企業が自分で

育成する余裕がないある一定の専門職について, 外部

労働市場を通じて調達する手段として導入された｡ 私

はこれが派遣法の大前提というか, 出発点であると考

えています｡ 規制が緩和される中で対象業務も拡大さ

れてきましたが, 派遣というのは派遣元企業がきちん

と使える人材をストックしながら育成して, 派遣先の

ニーズに応じて供給するというところに成り立つと思

うのです｡

その意味で日雇い派遣が何でいけないのかというと,

その日毎に契約して, その日毎に派遣先に送るという

もので, 派遣労働者に対する教育訓練, 人材育成とい

う機能が全くない｡ これでは単なる口きき屋で, 実際

のところは日雇い労働者の職業紹介と同じじゃないか

と｡ だから日雇い派遣については, 法的には派遣では

なく職業紹介として分類して, 1 日単位で日々の労働

契約が派遣先と労働者の間に成立しているというとら

え方をしたほうがいい｡ こういう形態の派遣というの

は, 本来の派遣からはかなりはみ出しているわけです

から｡

南部 まさにその通りだと思います｡ 派遣会社は自

分のところで派遣先の業務に応じた事前研修をしてか

ら, 派遣先に送り出すべきです｡ 私はそう考えてこの

30 年間やってきましたので, パソナでは社内で徹底

した派遣前研修を行うようにしています｡ また対象業

務別に専門講座や資格制度を設け, それに応じて給与

体系まで変えています｡ でも日雇い派遣はこれとは全

く違いますよね｡

守島 確かにそうですね｡

南部 こういう日雇い派遣の人をそのまま放ってお

いていいのかと｡ こうした人たちを救うためにも, 国

にはまず義務教育のようなかたちで, 汎用的, 基本的

な職業能力が身につくような教育をしてほしいですね｡

浜村 派遣労働者の能力評価についてある程度共通

の統一的なものさしをつくる場合には, やはり派遣先

との一定の共通の合意が必要なのでしょうか｡

南部 派遣先会社の人事部は異動もあったりして,

実は情報は派遣会社の方が多く持っている｡ ですから,

派遣元の方できちんと人材育成を行って, 派遣するよ

うにしなくてはいけないと考えています｡

＊｢良い派遣｣ ｢悪い派遣｣

浜村 派遣元企業として最低限備えるべき要件を

備えているかどうかについて, 人材派遣協会認定の認

証マーク制度とか, そういったものはあるのですか｡

｢良い派遣｣ ｢悪い派遣｣ というのではないですが, 要

するに業界の自主的基準をつくって, それを満たして

いるということをその派遣会社の一つの市場価値にす

るというような議論はありますか｡
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南部 パソナでは, 派遣社員の教育, 健康管理, メ

ンタルヘルスケア, 資格, この 4つを重視してやって

きていますが, 業界全体で何かそうした要件や資格と

いうようなものは, 今のところありません｡ でもこれ

からは是非こうした議論をするべきでしょうね｡ そう

していかないと派遣産業自体が廃れてしまうことにす

らなってしまうかもしれません｡

守島 ただ, その認証マーク制度みたいなのができ

ることは確かにいいことなんですが, 結局企業がそう

いうマークのついたところを使ってくれるかどうかと

いうことを考えると, 企業側のインセンティブという

のは安い人材を短期に使っていきたいというところが

どうしてもあるわけで, そこをどうしていくかという

のが, 次の問題としてありますよね｡

南部 難しいところですね｡ 景気が悪くなれば企業

はどうしても安い派遣会社を使おうとする｡ 仕事がな

いよりはましだということで, こうした安い派遣会社

でも人は集まりますから, 結局安いだけの派遣会社が

生き残ることになってしまいます｡

守島 そうですね｡

南部 だから, 難しい問題ですけれど, やはり規制

すべきところは規制すべきだと思います｡ 規制緩和の

動きの中で事前面接を解禁しようという話が少し前に

ありましたが, 私には疑問です｡ 派遣先が事前面接を

して決めるのであれば, 派遣会社はいったい何をする

のか｡ あっせんと派遣の区別がなくなってしまいます｡

派遣会社の役割はきちんとしておかなければいけませ

ん｡

浜村 今でも事前面接解禁を求める声が強いですが,

派遣業界としては必ずしも事前面接解禁に賛成という

わけではないのですか｡

南部 私自身は反対ですが, 業界全体では賛成の声

が多いと思いますね｡

浜村 事前面接を解禁したら, かえって派遣業界の

首を絞めることになるのではないかと思っているので

すが｡

守島 結局安いほうにどんどん流れますよね｡

南部 パソナでは 3年前から, スタッフの登録につ

いて登録面談をする担当者は 1日 3人以上面談しては

いけないことにするなど, 登録人数を絞るようにして

います｡ 登録人数が多ければ派遣先に案内できる人数

は多くなりますが, 登録者一人ひとりに対するケアが

会社としてきちんとできなくなりますので｡ それから

派遣法に違反するような場合はこちらから派遣を断る

ようにしています｡ たとえ売り上げが上がるとしても,

コンプライアンス上問題のある企業に派遣するという

のはやはりしてはいけません｡

守島 そうですね, そういうふうにしていかないと,

いずれ業界自体が成り立たなくなってしまいますよね｡

南部 成り行きに任せてスタッフを登録し, 成り行

きに任せて受注するというのでは, 成約件数が伸びて

いくとしても, そこには自己チェック機能が働かなく

なってしまいます｡

守島 派遣業というのは割合に参入障壁が低いので,

ある意味では業界の下の部分にどんどん入ってきてし

まうんですよね｡ だから上のところできちんと基準を

つくっていかないといけない｡

＊現行派遣法の問題

浜村 今お話にあったように, いくらパソナさん

みたいな老舗の企業があるべき派遣労働の姿を整えて

普及しようとしても, 何でもやります, 安くしますと

いうような業者が出てきたときに, それを受け入れる

企業がいるということが問題なわけですね｡

ところが日本の派遣法は, 派遣法違反があった場合,

派遣元事業主については事業停止命令を出したり, 刑

罰を科したりと非常に厳しいが, 派遣先企業には甘い

のです｡

守島 被害者の扱いですよね｡

浜村 せいぜい指導をして, 場合によっては 1年な

り 3年の期間制限を超えた場合について雇い入れなさ

いという勧告をするくらいで, それ以外何もない｡ 派

遣先は利用得, つまり不適正な使用をして, 利益を得

ているのにもかかわらず, いざ違反が露見したときに

は, 逃げられるという構造になっている｡ ここのとこ

ろが派遣法の制度設計として, おかしいと私は思って

います｡ 派遣業界の将来の発展のためにも, 派遣先に

も応分の責任を負わせるような仕組みというものを,

つくる必要があります｡ 派遣会社も, もっと声をあげ

てもいいのではないかといつも思っているのですけれ

ど｡

南部 行政側の派遣先に対する指導もかなり厳しく

なってきているとは思いますが, 確かに不十分だった

かもしれませんね｡ われわれ業界の方からは何も言っ

てきていませんし｡

浜村 ここのところ, マスコミが格差社会の象徴と

座談会 派遣労働をめぐって
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して ｢偽装請負｣ 問題をかなり追及したので, 厚生労

働省もようやく重い腰をあげ, 偽装請負について場合

によっては職安法の労働者供給事業違反に当たるとい

う通達を出すなど, 取り締まる姿勢も出てはきました

けれど｡

守島 今の段階だと, 派遣にしてもその他のいわゆ

る非正規の働き方を育てていこうというか, それが未

来の働き方だという認識はまだ厚生労働省の中にはな

い感じですよね｡ どちらかというと彼らはまだそれは

正規でないもの, 要するにサブクラス, 二流の働き方

なんだという認識があるので, そこを一生懸命育てて,

今もって業界をつくっていくというふうには何かまだ

考えられている感じはしませんよね｡

浜村 それはやはり労働者供給事業の例外的なもの

として生まれたいわば鬼っ子みたいなものだという発

想があるのでしょうか｡

守島 そういう認識のように思えます｡ 労働市場の

流動化というものが大前提にあって, その大前提に対

して, 今の法体系の中に位置づけ得る一つの方策だっ

たということではないでしょうか｡

浜村 労働者派遣は労働者供給事業の原則禁止に対

して例外的に認められる就労形態であるという枠組み

は, 絶対的に維持すべきだと, 考えています｡ ただ,

問題はそういう側面からのみ規制を強化すればいいか

というと, 先ほどから言っているように, ちょっと違

う｡ 派遣という働き方がきちんと市民権を持てるよう

な就労形態として育て上げる時代に来ているんじゃな

いかと｡

守島 そうですね｡ そういう意味で言うと労働者に

対する一種のヘルプ, 支援と, それからもう一つはやっ

ぱり業界を育てていきたいと｡ パソナさんみたいに,

ある意味では王道を行っているタイプの派遣会社とい

うのはきちんと生き残って, おかしな会社が利益をさ

らっていけないような仕組み, 制度をつくっていかな

いといけない｡ そういう時代に入ってきたんでしょう

ね｡

浜村 そうだと思います｡

南部 この 10 年来外資が入ってきた影響もあって,

日本の企業でも今後は従来の正社員を中心としたピラ

ミッド型構造から, 組織構造が柔軟になってフラット

化が進んでいくでしょう｡ このように雇用体系もグロー

バル化する中で, 企業が生き残っていくための鍵の一

つが, 派遣も含めてアウトソーシングを進めることだ

と思うのです｡ これからは正社員だけでなく, プロフェッ

ショナルな外部労働力の活用をはかっていかないと勝

ち残れないと思います｡

守島 なるほど｡

＊失業者の受け皿としての派遣

浜村 南部さんにひとつお聞きしたいのですが,

派遣法というのは 1985 年に専門的業種と特別の雇用

管理を必要とする業務について解禁し, 99 年改正で

は対象業務を原則自由化, 期間を原則 1年として, 派

遣というのは臨時的, 一時的労働力の需給調整手段だ

という位置づけがなされてきました｡ ところが 2003

年改正のときには常用雇用の代替防止という基本原則

は維持したのですが, 新たに失業の受け皿として派遣

を活用すべきだという議論が強調されたのです｡ つま

り 90 年代後半から 2000 年にかけて失業率が 5％を超

えるという状況の中で, 失業を吸収する雇用形態とし

て派遣をどんどん活用してくださいという議論が出て

きて, それで期間を延長したり, 製造業に対象業務を

広げるということになったのですが, 実際, 労働者派

遣というのは, 失業者の受け皿として機能しているの

でしょうか｡

南部 少し前になるのですが, 正社員になれないの

で派遣になったという人がどれくらいいるかというの

を調べてほしいという依頼があって, インタビューを

したことがあるのですが, その当時パソナでも 2割く

らいはいました｡ パソナは登録スタッフの 9割が女性

で, 男性の派遣はほとんどやっていませんし, 女性も

平均年齢が高くて若い人は少ないので, 男性だけで調

べればやはりかなり多いのではないでしょうか｡ でも

パソナの目指す派遣は失業者対策ではなく, 女性の新

しい雇用を生み出すということです｡

浜村 派遣というのは, 失業の受け皿というよりは,

新しい雇用を掘り起こして創出するというイメージで

すね｡

南部 今の世間で言われている派遣というのはどち

らかといえば, 景気が悪くなって, リストラが進んだ

あとに生まれたものですよね｡ ですから今回日雇い派

遣で問題になった派遣会社をかばうわけではないので

すが, ある意味では失業者の受け皿の役割を果たした

という面もあったとは思います｡ 介護保険の不正受給

で摘発された派遣会社がありましたが, 24 時間体制

で土日もやろうとした姿勢は良かったとは思います｡
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でも介護保険の制度上ビジネスとして無理があるのは

目にみえていました｡ だから, 私自身は介護分野につ

いて今後もやるつもりはありません｡

＊これからの働き方と派遣

守島 今まで潜在的に水面下にあった労働力を表

にだして, 活用していくという意味では, 派遣だけで

なく, 様々な雇用形態が出てくるというのはいいこと

ですよね｡

浜村 それはあります｡

守島 業界としてきちんとした企業が生き残ってい

けるような体制をつくることで, 労働者が自分の働き

たい働き方で安心して働ける状況をつくるということ

が, 非常に重要になってくると｡

浜村 ただ現実的には, 派遣は, 人件費コストの削

減というプレッシャーがかかる中で, いわゆる正社員

層を縮小してそこに代替するという機能を果たしてい

るわけです｡

南部 本来の派遣は高くつくはずなんです｡ ただ,

最近派遣業界が急成長する中で, 売上や利益だけを目

的に問題のある企業も増えてきてしまったということ

なのだと思います｡

浜村 派遣のほうが高くつくというのが, まさに派

遣の本来のあり方だと私も思います｡ つまり高くつく

からこそ, ほんとうに必要なときしか派遣労働者を使

わないということになる｡ 例えばドイツでは派遣の期

間制限を撤廃したかわりに, 均等待遇を法原則化しま

したが, その狙いは, 高くつく労働力だからこそ, 派

遣労働を常用雇用代替の手段として使わせないと｡ ほ

んとうに必要なときに高くても使うという位置づけを

したわけですね｡ そうした意味で日本でも均等待遇原

則の実現を進めてほしい｡

南部 均等待遇を進めるというのは私も大賛成です｡

浜村 そのことが派遣の本来のテンポラリーワーク

としての機能を担保することになる｡ つまり常用雇用

の代替防止と均等待遇原則の保護原則化はそこでリン

クしていると思うのです｡ そのあたりの議論を今後は

是非していってほしいと思います｡

南部 これからは正規, 非正規を問わず平等に扱わ

れる社会基盤をつくって, みんながそれぞれ自分にあっ

た形で安心して自由に働けるようにしていくことが大

事です｡ つまり個人が企業に振り回されない, いわば

個人が主体となって働ける仕組みづくりを社会全体で

目指すべきではないでしょうか｡

守島 派遣の問題だけにとどまらず, 今後の働き方

をどう変えていくかということで, いわば, 人と組織

の関係, 人の生き方の改革も必要になってくるという

ことですね｡

本日は大変興味深いお話をありがとうございました｡

(2008 年 1 月 15 日 : 東京にて)

座談会 派遣労働をめぐって
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